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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年５月７日（水） １６時０２分ごろ 

発生場所 静岡県静岡市清水港南東方沖 

 静岡市所在の清水灯台から真方位１８２°１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°５９.０′ 東経１３８°３１.８′） 

事故調査の経過 平成２６年５月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー 第八末広
すえひろ

丸、７４９トン 

   １４１１２９、末広汽船株式会社、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構 

   ７２.００ｍ×１１.８０ｍ×５.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,６１８kＷ、平成２１年１０月２９日 

Ｂ プレジャーモーターボート Mari
マ リ

 Force
フ ォ ー ス

、５トン未満 

   ２４１－１７６０９静岡、中村商事株式会社 

   ９.５３ｍ（Lr）×２.６１ｍ×０.８９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１８０.２０kＷ、平成１３年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５９年６月２２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年８月５日 

    免状有効期間満了日 平成３１年４月２０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成１３年７月１９日 

    免許証交付日 平成２３年５月１１日 

           （平成２８年７月１８日まで有効） 

  同乗者Ｂ 男性 ６０歳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首に擦過傷 

Ｂ 左舷外板に亀裂を伴う凹損、フレームの折損等 
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 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか６人が乗り組み、清水港で荷揚げを終え、平成

２６年５月７日１５時３５分ごろ清水港を空船で出港し、１５時５５

分ごろ清水灯台を右手に見て変針を行い、針路約２０７°（真方

位）、対地速力約１４.５ノットで自動操舵により、航行した。 

船長Ａは、単独で船橋当直を行い、船位を海図に記入した後、レー

ダー画面を観察し、また、船首方を見たが、他船を認めなかったの

で、船橋右舷側に右舷方へ向けて設置されたコンピューターの前に移

動して書類を作成していたところ、１６時０２分ごろ、清水港南東方

沖において、船橋前部の甲板上で作業を行っていた乗組員から、トラ

ンシーバーでＢ船と衝突した旨の連絡を受けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂほか４人を乗せ、清水

港南東方沖で錨泊して釣りを行っていた。 

船長Ｂは、船尾方約１km 付近から接近して来るＡ船に気付き、その

動静を観察していたところ、Ａ船が針路を変えることなく接近するの

で、同乗者と共にＡ船に向かって手を振ったが、Ａ船がＢ船を避ける

様子が見えなかったことから、アンカーロープを外し、機関を始動し

てＡ船を避けようとしたものの、１６時０２分ごろ、清水港南東方沖

において、Ｂ船の左舷とＡ船の船首とが衝突した。 

船長Ａは、Ａ船を回頭させて停船させ、海上保安庁へ通報し、交通

艇を降ろして乗組員にＢ船の状況を確認させた。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、衝撃で海に投げ出されたが、泳いでＢ船に

戻り、他の同乗者に救助された。 

Ａ船は、海上保安庁の巡視艇が到着後、清水港の港外へ錨泊し、Ｂ

船は、自力で清水港の新港町清水船溜
だ

まりへ着岸した。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視程 約７～８Ｍ 

海象：波向 南、波高 約０.７ｍ 

 その他の事項 船長Ａは、衝突の衝撃や音を感じず、Ａ船がＢ船と衝突したことに

気付かなかった。 

船長Ａは、書類の作成を行う前に船首方を見た際、双眼鏡を使用せ

ず、レーダー画面を観察した際もよく見てはおらず、本事故後、詳細

に確認を行っていれば、Ｂ船を認めることができたかもしれないと思

った。 

 船長Ａは、約２３年の船長経験があり、約３０～４０回本事故海域

を航行した経験を有し、また、矯正視力が両眼共に約０.８～０.９で

あり、本事故当時、眼鏡を使用していた。 

 Ｂ船は、汽笛がなく、ホイッスルを備えていたが、船長Ｂが吹鳴す

る余裕がなかった。 

 船長Ｂは、約１２～１３年の操船経験があり、本事故海域を航行し

た経験が多数あった。 
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 Ｂ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、清水港南東方沖を南南西進中、船長Ａが、船首方に他船を

認めなかったので、書類の作成を行っていたことから、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、清水港南東方沖で錨泊して釣り中、船長Ｂが、接近するＡ

船に気付き、乗船者全員でＡ船に手を振ったが、Ａ船がＢ船を避ける

様子がないので、アンカーロープを外し、機関を始動しようとしたも

のの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、清水港南東方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が錨

泊して釣り中、船長Ａが書類の作成を行っていたため、Ａ船とＢ船と

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、周囲の見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 推定航行経路図 

 

清水灯台

事故発生場所 

(平成 26 年 5 月 7 日

16 時 02 分ごろ発生) 

Ａ船の航跡 


